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市第 135 号議案 

   港湾施設の指定管理者の指定 

 次のように港湾施設の指定管理者を指定する。 

平成27年12月４日提出 

横浜市長 林   文 子 

  区  分   
     指  定  管  理  者     

 指 定 の 期 間  

 所  在  地      名    称     

物流等関連施設  中区山下町２番  

地       

横浜港埠頭株式会社     

 代表取締役        
市市市市市市 髙島 正之  
 社   長        

平成28年４月１日か 

ら平成33年３月31日 

まで        

大さん橋    中区海岸通１丁  

目１番地    

 

横浜港振興協会・神奈川新聞  

社・ハリマビステム共同事業  

体             

代表者           

一般社団法人横浜港振興協会  

 会長 藤 木 幸 夫   

    同     

臨港パーク等関  

連施設     

西区みなとみら  

い一丁目１番１  

号       

株式会社横浜国際平和会議場  

 代表取締役        
       鈴木  隆  
 社   長        

    同     

港湾厚生関連施  

設       

中区山下町279  

番地の１地先  

一般社団法人横浜港湾福利厚  

生協会           

 会長 藤 木 幸 夫   

    同     

日本丸メモリア  

ルパーク    

西区みなとみら  

い二丁目１番１  

号       

帆船日本丸記念財団・ＪＴＢ  

コミュニケーションズ共同事  

業体            

代表者           

公益財団法人帆船日本丸記念  

財団            

 会長 金 近 忠 彦   

    同     

横浜港シンボル  

タワー     

東京都中央区日  

本橋本町３丁目  

３番６号    

商船三井興産株式会社    

 代表取締役        
       井林 與市  
 社   長        

    同     
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八景島     金沢区八景島  株式会社横浜八景島     

 代表取締役        
       布留川 信行  
 社   長        

    同     

 

（備考） 

   この表における「区分」とは、横浜市港湾施設使用条例（昭

和24年９月横浜市条例第49号）別表第１に規定する一の指定管

理者に管理に関する業務を行わせる港湾施設の区分をいう。 

 

提 案 理 由 

 物流等関連施設等の指定管理者を指定したいので、地方自治法第

244 条の２第６項の規定により提案する。 
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 参  考  

 横 浜 港 振 興 協 会 ・ 神 奈 川 新 聞 社 ・ ハ リ マ ビ ス テ ム 共 同 事 

業 体 の 構 成 員 

１  中 区 海 岸 通 １ 丁 目 １ 番 地 

一 般 社 団 法 人 横 浜 港 振 興 協 会 

   会 長  藤  木  幸  夫 

２  中 区 太 田 町 ２ 丁 目 23 番 地 

株 式 会 社 神 奈 川 新 聞 社 

   代 表 取 締 役 
 並  木  裕  之 

   社    長 

３  西 区 み な と み ら い 二 丁 目 ２ 番 １ 号 

株 式 会 社 ハ リ マ ビ ス テ ム 

   代 表 取 締 役 
 鴻    義  久 

   社    長 

   

帆 船 日 本 丸 記 念 財 団 ・ Ｊ Ｔ Ｂ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 共 同 

事 業 体 の 構 成 員 

１  西 区 み な と み ら い 二 丁 目 １ 番 １ 号 

  公 益 財 団 法 人 帆 船 日 本 丸 記 念 財 団 

   会 長  金  近  忠  彦   

２  東 京 都 品 川 区 上 大 崎 ２ 丁 目 24 番 ９ 号 

  株 式 会 社 Ｊ Ｔ Ｂ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 

   代 表 取 締 役 
 坂  本  典  幸 

   社    長 

    

地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

 （ 公 の 施 設 の 設 置 、 管 理 及 び 廃 止 ） 

第 244 条 の ２  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 
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６  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し よ う と す る と き は

、 あ ら か じ め 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば

な ら な い 。 

（ 第 ７ 項 か ら 第 11 項 ま で 省 略 ） 


